
 
  昭和６２年厚木市規則第２７号                                                      

                                                    昭和６２年６月２０日公布               
 

厚木市ラブホテル建築規制条例施行規則 
 
（趣旨） 
第１条  この規則は、厚木市ラブホテル建築規制条例（昭和６２年厚木市条例第１７号。 
  以下「条例」という。）第２条第２号及び第３号並びに第１０条第３項及び第１３条の規 
  定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 
（構造及び設備） 
第２条  条例第２条第２号に規定する規則で定める構造及び設備とは、次の各号に掲げるも 
  のをいう。ただし、第１号から第６号までに掲げる構造及び設備は、宿泊又は休憩のため 
  に利用する客以外の客においても利用できるものでなければならない。 
（１） 客が必ず通過し、自由に出入りすることのできる玄関を有すること。 
（２） 客と従業員とが開放的に対面して、受付及び応接のできる帳場又はフロントを有す 
      ること。 
（３） 客が自由に利用することができ、かつ床面積が別表に掲げる数値以上のロビー、応 
      接室又は談話室（以下「ロビー等」という。）を有すること。 
（４） 会議、催物等に使用することができ、かつ床面積が別表に掲げる数値以上の会議室、 
      集会室、大広間又はこれらに類する施設（以下「会議室等」という。）を有すること。 
（５） 客が自由に利用することができ、かつ床面積が別表に掲げる数値以上の食堂、レス 
      トラン又は喫茶室（これらに附属する厨房を含む。以下「食堂等」という。）を有する  
      こと。 
（６） ロビー等、会議室等、食堂等が存する階ごとに男子用女子用の区分のある便所を有 
      すること。 
（７） 床面積が２０平方メートル以下である１人用客室を客室総数の２分の１以上有する 

 こと。ただし、専ら飲食、湯治、団体宿泊その他これらに類するものの用に供するこ

とを目的とする旅館等で、その形態が良好な生活環境と青少年の教育環境の保全に反

するおそれがないと市長が認めるものについては、この限りでない。 
（８） 浴室は、客室総数の２分の１以上がユニットバス（バスと便所が製造工場で一体成 

 型されたものをいう。）である構造。ただし、専ら飲食、湯治、団体宿泊その他これら

に類するものの用に供することを目的とする旅館等で、その形態が良好な生活環境と

青少年の教育環境の保全に反するおそれがないと市長が認めるものについては、この

限りでない。 
（９） 帳場又はフロントから各客室へ通じる廊下、階段又は昇降機が、通常客に共用され 
      る構造であり、これらの施設を使用せずに、車庫又は駐車場から直接客室へ通じる出 
      入口等を併設していない構造。 



（10）  個々の客室の出入口に自動車の車庫又は駐車場が接続し、又は接近していない構造 
（11）  道路から玄関及び駐車場の見通しを妨げる工作物等がない構造 
（12）  良好な生活環境を害することのない清楚で素朴な外観（色彩、照明、形態、看板等） 
      を有すること。 
（13）  全客室が、客の性的感情を刺激するような装置、照明、内装、特殊構造のベッドそ 
      の他これに類する設備のない施設 
（適用除外建築） 
第 3 条  条例第 2 条第 3 号に規定する規則で定める増築及び改築とは、次の各号に掲げるも 
  のとする。 
（１）増築  客室以外の用に供する部分に係るもので、その床面積の合計が５０平方メート 
    ル以下のもの 
（２）改築  客室、玄関、帳場、フロント、ロビー等、会議室等及び食堂等以外の用に供す 
    る部分に係るもの 
（届出） 
第４条  条例第３条第１項の規定による届出をしようとする者は、厚木市旅館等建築計画届 
  出書により、次の表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

図 書 の 種 類        明示しなければならない事項 

付 近 見 取 図        方位並びに届出敷地の周囲２５０メートルの区域内に存する建築物

及び公共施設の位置（縮尺２，５００分の１以上） 
配 置 図        方位、敷地の境界線、敷地内における建築物、屋外広告物、駐車場

の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに塀の位置、構造及

び高さ（縮尺２００分の１以上） 
各 階 平 面 図        方位、間取り、各室の用途及び有効面積、客室の浴槽及び寝具類の

寸法及び位置、壁の材質、開口部、屋外・屋内階段、玄関、帳場、

ロビー、廊下、各室の出入口、車庫等（縮尺２００分の１以上） 

四面の立面図        開口部、広告物及び屋外照明設備の設置箇所並びに外壁の材質、色

彩、形状、寸法（縮尺２００分の１以上） 

完 成 予 想 図        建築物、広告物及び屋外照明設備を彩色したもの 

室 内 展 開 図        フロント又は帳場並びに客室の材質、色彩、形状、寸法及び設備 
（縮尺１００分の１以上） 

公 図 の 写 し        届出敷地及び隣接地 

建築主（経営者）

の営業方針 届出に係る旅館等の営業方針 

周辺地域の住民 
への説明会経過

報告書 

旅館等建築計画公開板の設置年月日、設置場所、説明会開催の通知

の方法、説明会の開催日時、開催場所、出席者名簿及び説明会の会

議録 
その他市長が必

要と認めるもの  



２  前項の規定による厚木市旅館等建築計画届出書及び添付図書の提出部数は、正本及び副 
  本各１部とする。 
（通知） 
第５条  条例第３条第２項の規定による通知は、厚木市旅館等審査通知書により通知するも

のとする。 
（計画の公開） 
第６条  条例第４条に規定する建築の計画の公開及び説明会は、次の各号に規定する内容及 
  び方法で行うものとする。 
（１）建築の計画の公開は、旅館等建築計画公開板（第１号様式）によるものとし、当該建 
    築物の敷地に接する道路（２以上の道路に接する場合は、それぞれの道路）に面する場 
    所に設置する。 
（２）説明会は、当該建築物の敷地の周囲２００メートル以内に区域を有するすべての住民 
    自治組織に対し、建築計画の概要についての説明会を行うものとし、説明会を開催しよ 
    うとする日の７日前までに、日時、場所等を当該住民自治組織に通知するものとする。 
（中止命令等） 
第７条  条例第６条の規定による命令は、厚木市ラブホテルの建築に関する命令書により行

うものとする。 
（公表の方法等） 
第８条  条例第７条の規定による公表は、厚木市掲示場に公告するほかその他適当と認めら 
  れる方法により行うものとする。 
２  前項の規定の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 
（１）氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
（２）違反の事実 
（３）その他市長が必要と認める事項 
（指導及び勧告） 
第９条  条例第８条の規定による指導及び勧告は、厚木市ラブホテル指導・勧告書により行

うものとする。 
（身分証明書） 
第１０条  条例第９条第２項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証（第２号様式） 
  とする。 
（審議会の委員） 
第１１条  条例第１０条第２項に規定する厚木市旅館等建築審議会（以下「審議会」という。） 
  の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
（１）公募による市民 
（２）学識経験者 
 
 
 



（審議会委員の任期） 
第１２条  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす 
  る。 
２ 委員は、再任されることができる。 
（審議会の会長等） 
第１３条  審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 
２  会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 
３  会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。 
（審議会の会議） 
第１４条  審議会の会議は、会長が招集する。 
２  審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３  審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに 
  よる。 
４  審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴 
  くことができる。 
（審議会の庶務） 
第１５条  審議会の庶務は、ラブホテル建築規制主管課において処理する。 
（委任） 
第１６条  前５条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会 
  に諮って定める。 
 
    附  則 
この規則は、昭和６２年９月１日から施行する。 
    附  則 
この規則は、平成１１年８月１日から施行する。 
  附 則 
１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
２ この規則の施行の際現に厚木市ラブホテル建築規制条例（昭和６２年厚木市条例第１７

号）第３条第１項の規定による届出がなされている旅館等の建築については、なお従前の

例による。 
  附 則 
１ この規則は、平成１９年８月２３日から施行する。 
２ この規則による改正後の第１１条の規定は、この規則の施行の日以後最初に行われる審

議会の委員の委嘱（補欠の委員に係るものを除く。）から適用する。 



別表（第２条関係） 

収容人員の区分 
床                   面                   積 

ロ ビ ー 等         会 議 室 等         食 堂 等         

３０人以下 ３０平方メートル ３０平方メートル ３０平方メートル 

３１人以上 
 
     ５０人以下 

４０平方メートル ４０平方メートル ４０平方メートル 

５１人以上 
 
   １００人以下 

客室の収容定員に１平

方メートルを乗じて得

た数値 

客室の収容定員に１平

方メートルを乗じて得

た数値 

客室の収容定員に１平

方メートルを乗じて得

た数値 

１０１人以上 １０１平方メートル １０１平方メートル １０１平方メートル 

 



第１号様式（第 6 条関係） 

旅館等建築計画公開板 

旅館等の名称   
 １ 
  
 メ 
  
 ｜ 
  
 ト 
  
 ル 
  
 以 
  
 上 
 
 
 
 
 
 
 

建 築 場 所       厚木市 

敷 地 面 積                           ㎡ 構 造                             造 

建 築 面 積                           ㎡ 高 さ                             ｍ 

延 べ 床 面 積                           ㎡ 客 室 総 数                             室 

階 数        地    上           階      地    下           階 

旅 館 等 の       
経 営 者       

 住所（所在地） 
 氏名（名称・代表者）                      電話 

建 築 主        住所（所在地） 
 氏名（名称・代表者）                      電話 

代 理 人        住所（所在地） 
 氏名（名称）                              電話 

設 計 者        住所（所在地） 
 氏名（名称）                              電話 

 
 
１  この公開板は、厚木市ラブホテル建築規制条例第 4 条の規定に基づき設置する 
  ものです。 
２  この建築計画についての詳細は、建築主にお尋ねください。 
 
 
                                        （設置年月日        年    月    日） 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                               １メートル以上 



第２号様式（第１０条関係） 
                                                                      （表） 
                                                       第          号 
                                          立  入  調  査  員  証 
                       写   真                 
                                              所属 
                                              氏名 
                                                         年    月    日生 
                       上記の者は、厚木市ラブホテル建築規制条例第９条の規 
                     定による立入調査を行う職員である。 
                               年    月    日 
 
                                        厚木市長                     印 
 
 
 
 
                                                                     （裏） 
               
                         厚木市ラブホテル建築規制条例（抜粋） 
 
                   （立入調査） 

第９条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、 
  職員に建築中若しくは建築後の建築物又は敷地に立入ら 
  せ、必要な調査を行わせることができる。 
２  前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を 
  示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、こ 
  れを提示しなければならない。 

 
 
 
  


